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「
役
所
の
商
品
」

　

知
っ
て
い
ま
す
か
？　

現
在
、
市

で
実
施
し
て
い
る
事
業
で
す
。「
か

さ
ま
健
康
ダ
イ
ヤ
ル
24
」「
医
療
費

自
己
負
担
助
成
事
業（
マ
ル
福
）」「
市

民
活
動
助
成
費
」「
全
国
大
会
出
場

助
成
費
」
な
ど
。
残
念
な
が
ら
、
中

に
は
、
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い

制
度
も
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
新
年
度
の
ス
タ
ー
ト
に

伴
い
、
毎
年
い
く
つ
か
の
新
し
い
制

度
や
事
業
を
開
始
し
ま
す
。
市
民
の

皆
さ
ん
に
周
知
す
る
た
め
に
、
市
報

や
週
報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
チ
ラ
シ

等
で
Ｐ
Ｒ
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
ご

覧
に
な
ら
れ
な
い
方
も
た
く
さ
ん
お

り
、
周
知
徹
底
に
は
時
間
が
か
か
り

ま
す
。

　

新
事
業
、
制
度
は
、
役
所
に
と
っ

て
の
い
わ
ば
新
商
品
で
す
。
市
民
の

皆
さ
ん
に
ど
う
売
り
込
む
の
か
、
ど

う
活
用
し
て
い
た
だ
く
の
か
、
工
夫

を
し
て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
成
果

に
結
び
つ
か
な
い
現
状
も
あ
り
ま

す
。
良
い
制
度
で
あ
っ
て
も
、
利

用
さ
れ
な
け
れ
ば
価
値
が
あ
り
ま
せ

ん
。
本
年
度
は
、
反
省
の
も
と
、
広

報
体
制
の
充
実
と
専
門
の
担
当
職
を

配
置
し
、
周
知
徹
底
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。

　

こ
の
春
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
（
新
年

度
の
主
な
制
度
）
は
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー

サ
ポ
ー
ト
事
業
（
育
児
援
助
事
業
）」

「
医
療
費
自
己
負
担
助
成
事
業
（
マ

ル
福
）の
拡
充〔
小
６
ま
で
の
拡
大
〕」

「
高
齢
者
人
間
ド
ッ
ク
助
成
事
業
」

「
太
陽
光
発
電
・
エ
コ
キ
ュ
ー
ト
助

成
事
業
」
な
ど
な
ど
。
ぜ
ひ
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、今
年
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、

８
月
に
全
国
高
等
学
校
ゴ
ル
フ
選
手

権
大
会
が
宍
戸
ヒ
ル
ズ
で
行
わ
れ
ま

す
。
ま
た
、
11
月
に
は
、
笠
間
市
合

併
５
周
年
の
記
念
事
業
と
し
て
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
ど
自
慢
大
会
が
市
民
体
育
館
で

行
わ
れ
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
、
お
楽

し
み
に
！
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春
は
、
就
職
や
退
職
な
ど
異
動
の
季
節
で
す
。
こ
の
異
動
に
伴
い
国
民

年
金
の
資
格
取
得
や
資
格
喪
失
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
忘
れ
ず

に
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
会
社
等
を
退
職
し
た
と
き

　

会
社
を
退
職
し
た
と
き
は
、
国
民

年
金
へ
の
加
入
（
資
格
取
得
）
手
続

き
が
必
要
で
す
。（
た
だ
し
、
20
歳

か
ら
60
歳
ま
で
の
方
）

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

・
年
金
手
帳

　

・ 

退
職
日
が
わ
か
る
も
の
（
離
職

票
等
）

　

・ 

印
鑑
（
本
人
の
届
出
の
場
合
は

不
要
）

■
会
社
等
に
就
職
し
た
と
き

　

会
社
等
に
就
職
し
、
厚
生
年
金
や

共
済
年
金
に
加
入
し
た
と
き
は
、
国

民
年
金
を
や
め
る
手
続
き
が
必
要

で
す
。

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

・
年
金
手
帳

　

・ 

新
し
い
職
場
の
健
康
保
険
証

（
コ
ピ
ー
可
）

　

・
印
鑑

■
扶
養
に
入
っ
た
と
き

　

厚
生
年
金
・
共
済
年
金
に
加
入
し

て
い
る
配
偶
者
の
扶
養
に
入
り
、
国

民
年
金
の
第
３
号
被
保
険
者
に
な

る
と
き
は
、
配
偶
者
の
勤
務
先
か
ら

社
会
保
険
事
務
所
へ
手
続
き
を
し

ま
す
の
で
、
自
分
で
手
続
き
を
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
扶
養
か
ら
は
ず
れ
た
と
き

　

収
入
が
増
え
て
扶
養
か
ら
は
ず

れ
た
と
き
、
ま
た
、
配
偶
者
が
仕
事

を
辞
め
た
と
き
な
ど
、
第
３
号
被
保

険
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き

は
、
第
１
号
被
保
険
者
へ
の
切
替
え

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

○
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

・
年
金
手
帳

　

・ 

扶
養
か
ら
は
ず
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
も
の

　

・
印
鑑

　

詳
し
く
は
、
次
の
と
こ
ろ
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】

保
険
年
金
課
（
内
線
１
４
１
）

笠
間
支
所
市
民
窓
口
課

（
内
線
７
２
１
４
０
）

岩
間
支
所
市
民
窓
口
課

（
内
線
７
３
１
８
２
）

水
戸
南
年
金
事
務
所

℡
０
２
９
（
２
２
７
）
３
２
５
１

市
長
コ
ラ
ム

市
長
コ
ラ
ム


